
   須坂市歴史的建造物を活かしたまちづくり事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１ この要綱は、市内に存する貴重な市民の財産である歴史的建造物を活かしたまちづくりを行

うため、建造物を活用してその所有者等が維持、保存する事業に要する経費に対し、予算の範囲

内で補助金を交付することについて、須坂市補助金等交付規則（昭和47年規則第26号。以下「規

則」という。）に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象者等） 

第２ 第１に規定する補助金の交付対象者は、次の表に掲げる歴史的建造物の所有者又は借受者で、

市税を滞納していないものとする。 

補助対象建造物 内容 

（１）文化財保護法（昭和25年法律第 214

号）に基づき登録された文化財建造物 

（２）須坂市歴史的建造物登録要綱（平成

24年告示第 号）に基づき登録された須

坂市歴史的建造物 

次のいずれにも該当するものであること。 

（１）当該歴史的建造物の全部又は一部につい

て不特定多数の者が利用できるものであるこ

と。 

（２）須坂市須坂地区歴史的景観保存対策事業

補助金交付要綱（平成５年告示第48号）に基

づく補助金又はこの補助金の交付を受けた場

合は、当該補助金交付後10年を経過した建造

物であること。ただし、災害その他の不可抗

力により当該建造物が損傷した場合は、この

限りではない。 

（３）この補助金が交付された後は、５年以上

当該建造物の全部又は一部について不特定多

数の者が利用できるものであること。 

（４）この補助金が交付された後は、10年以上

当該建造物が存続するものであること。 

 （経費及び補助額） 

第３ 第１に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次の表のとおりとする。 

対象経費 補助額 

建造物の外観及び内部の修理・改修に要する設計監理費及び

工事費。ただし、内部の修理・改修については不特定多数の

者が利用できる部分に限る。 

５分の３以内の額。ただし、

500万円を限度とする。 

（交付申請書等） 

第４ 規則第３条に規定する申請書は、須坂市歴史的建造物を活かしたまちづくり事業補助金交付

申請書（様式第１号）によるものとする。 

２ 規則第３条に規定する関係書類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 見積書の写し 



(2) 設計図書 

(3) 現況写真 

(4) 他の法令等の規定により許可、確認等が必要なものについては、許可書等の写し 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（審査） 

第５ 第４の申請内容は、別に定める須坂市歴史的建造物審査会で審査するものとする。 

（交付決定書） 

第６ 規則第６条に規定する決定書は、須坂市歴史的建造物を活かしたまちづくり事業補助金交付

決定通知書（様式第２号）によるものとする。 

（申請内容の変更等） 

第７ 補助事業者は、申請の内容を変更しようとするときは、須坂市歴史的建造物を活かしたまち

づくり事業補助金変更申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請を受理した場合、申請に係る書類を須坂市歴史的建造物審査会の審査に付

し、適当と認めたときは、須坂市歴史的建造物を活かしたまちづくり事業補助金変更承認通知書

（様式第４号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助事業の中止又は廃止） 

第８ 補助事業者は、申請した事業を中止又は廃止しようとするときは、須坂市歴史的建造物を活

かしたまちづくり事業中止等届出書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

（実績報告書等） 

第９ 規則第12条に規定する実績報告書は、須坂市歴史的建造物を活かしたまちづくり事業実績報

告書（様式第６号）によるものとする。 

２ 規則第12条に規定する必要な書類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 契約書の写し 

(2) 領収書の写し 

(3) 対象工事箇所の施工中及び施工後の写真 

３ 前２項の書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決

定のあった日の属する年度の３月31日のいずれか早い日とする。 

（確定通知書） 

第10 規則第13条に規定する確定通知は、須坂市歴史的建造物を活かしたまちづくり事業補助金確

定通知書（様式第７号）によるものとする。 



（補助金の交付請求） 

第11 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、須坂市歴史的建造物を活かしたまち

づくり事業補助金交付請求書（様式第８号）によるものとする。 

（補則） 

第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

 



（様式第１号）（第４関係） 

 

須坂市歴史的建造物を活かしたまちづくり事業補助金交付申請書 

年  月  日 

 （あて先）須坂市長 

 

                       申請者 住 所               

                           氏 名             印 

                           電 話               

 

 須坂市歴史的建造物を活かしたまちづくり事業について、補助金の交付を受けたいので、須坂市

歴史的建造物を活かしたまちづくり事業補助金交付要綱第４の規定により、関係書類を添えて下記

のとおり申請します。 

 なお、申請にあたって、申請者の課税・納税状況調査に同意します。 

 

記 

 

 

交付申請額               円 

 

建 造 物 の 種 別 □国の登録有形文化財  □須坂市歴史的建造物 

登 録 番 号 ・ 

登 録 年 月 日 
第   号     年  月  日 

歴 史 的 建 造 物 

の 名 称 
 

所 在 地  須坂市 

 

 



設 計 者 

所  在  地  

事 務 所 名  

氏 名  

電 話  

施 工 者 

所  在  地  

事 務 所 名  

氏 名  

電 話  

事 業 内 容 

 

事業に要する経費 
全体事業費               円 

補助対象事業費               円 

施 工 期 間 

着工年月日 年  月  日 

完了年月日 年  月  日 

建 造 物 所 有 者 

の同意（申請者と

建造物の所有者 

が異なる場合） 

須坂市歴史的建造物を活かしたまちづくり事業の実施に同意します。 

    年  月  日 

（建造物所有者）住 所 

        氏 名              印 

        電 話 

 

（添付書類） 

１ 見積書の写し 

２ 設計図書 

３ 現況写真 

４ 他の法令等の規定により許可、確認等が必要なものについては、許可書等の写し 

５ その他市長が必要と認める書類 



（様式第２号）（第６関係） 

 

須坂市歴史的建造物を活かしたまちづくり事業補助金交付決定通知書 

 

須坂市指令  第   号 

 

                                （令 達 先） 

 

    年   月   日付けで申請のありました須坂市歴史的建造物を活かしたまちづくり事

業補助金         円を交付します。 

 

 

     年  月  日 

 

                        須坂市長            印 



（様式第３号）（第７関係） 

 

須坂市歴史的建造物を活かしたまちづくり事業補助金変更申請書 

年  月  日 

 （あて先）須坂市長 

 

申請者 住 所               

氏 名             印 

電 話               

 

     年  月  日付須坂市指令  第  号で交付決定された須坂市歴史的建造物を活か

したまちづくり事業に係る事業を変更したいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

歴 史 的 建 造 物 

の 名 称 
 

所 在 地  須坂市 

変更（工事）箇所 
 

変 更 理 由 

 

改修等に要する 

経 費 

変 更 前 変 更 後 

全体事業費 

             円 

 

補助対象事業費 

             円 

全体事業費 

             円 

 

補助対象事業費 

             円 

施 行 期 間 着工    年  月  日     完了    年  月  日 

添 付 書 類 変更内容を確認できる書類（見積書の写し、写真） 

 



（様式第４号）（第７関係） 

 

須坂市歴史的建造物を活かしたまちづくり事業補助金変更承認通知書 

 

須坂市指令  第   号 

 

                                （令 達 先） 

 

 

     年  月  日付けで申請のありました須坂市歴史的建造物を活かしたまちづくり事業

補助金変更申請について、下記のとおり承認しましたので、通知します。 

 

記 

 

１ 当初交付決定額             円 

 

２ 変更交付決定額             円 

 

３ 変更の内容 



（様式第５号）（第８関係） 

 

須坂市歴史的建造物を活かしたまちづくり事業中止等届出書 

年  月  日 

 （あて先）須坂市長 

  

申請者 住 所               

氏 名             印 

電 話               

 

     年  月  日付け須坂市指令  第  号で交付決定された須坂市歴史的建造物を活

かしたまちづくり事業に係る事業を中止（廃止）したいので、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

中止又は廃止の別 中止 ・ 廃止 

中止又は廃止する 

理      由 

 

 

 



（様式第６号）（第９関係） 

 

須坂市歴史的建造物を活かしたまちづくり事業実績報告書 

年  月  日 

 （あて先）須坂市長 

 

申請者 住 所               

氏 名             印 

電 話               

 

     年  月  日付け須坂市指令  第  号で交付決定のあった須坂市歴史的建造物を

活かしたまちづくり事業が完了したので、須坂市歴史的建造物を活かしたまちづくり事業補助金交

付要綱第９の規定により、関係書類を添えて下記のとおり報告します。 

 

記 

 

完 了 年 月 日 年  月  日 

事業に要した経費            円 

 

（添付書類） 

１ 契約書の写し 

２ 領収書の写し 

３ 対象工事箇所の施工中及び施工後の写真



（様式第７号）（第10関係） 

 

須坂市歴史的建造物を活かしたまちづくり事業補助金確定通知書 

須坂市達  第   号 

 

                                （令 達 先） 

 

     年  月  日付け須坂指令  第  号で交付決定したで須坂市歴史的建造物を活か

したまちづくり事業補助金の額を金        円と確定します。 

 

 

     年  月  日 

 

                 須坂市長                印 



（様式第８号）（第11関係） 

 

須坂市歴史的建造物を活かしたまちづくり事業補助金交付請求書 

年  月  日 

 （あて先）須坂市長 

 

申請者 住 所               

氏 名             印 

電 話               

 

     年  月  日付け須坂市達  第  号で確定通知のあった須坂市歴史的建造物を活

かしたまちづくり事業補助金を、須坂市歴史的建造物を活かしたまちづくり事業補助金交付要綱第

11の規定により下記のとおり請求します。 

 

記 

 

交 付 請 求 額               円 

振 込 先 金 融 機 関 

金融機関名 

    銀行    本店    支店（所） 

    金庫    支店 

    農協    支所 

    組合    支店 

預 金 種 別  普通・当座（該当を○で囲む） 

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義  

 

 

 


